
先導的都市環境形成促進事業（モデル事業：交通分野） H25新規創設

＜補助対象＞

低炭素まちづくり計画又は都市・地域総合交通戦
略に基づき実施される以下のまちづくりによる都
市の自動車からのＣＯ２排出量削減に資する事業

②環境負荷の低減に資する都市内の交通手段の導入によ
る自動車利用からの転換

市 自動車 ら 排出量削減 資する事業
パッケージ

①自動車流入を抑制する街区づくりによる自動
車交通分担率の低減
自動車流入抑制対策、トランジットモール化等

②環境負荷の低減に資する都市内の交通手段
の導入による自動車利用からの転換
コミュニティサイクル、超小型モビリティシェアリ

ング等の新たな都市内交通手段の導入

＜補助事業者＞

地方公共団体、都市再生機構、民間事業者等※

①自動車流入を抑制する街区づくりによる自動車
＜補助率＞
直接補助：１/２
間接補助：１/３
※民間事業者へのモデル事業支援については、

①自動車流入を抑制する街区 くりによる自動車
交通分担率の低減

補助基本額を補助対象事業費の２３％とする。



先導的都市環境形成促進事業（モデル事業例：交通分野）

＜自動車流入を抑制する街区づくりと都市内の交通手段の導入による賑わい空間の形成事例（イメージ）＞

歩行者空間の修景自動車交通抑制エリア

地域と一体となり、官民連携で施設等を用いた面的な自動車の通行抑制や、環境負荷の低減に資する都市内
移動システムの導入等により、エリア内で歩行者・公共交通優先の賑わい空間を形成。

下線：補助対象事業ポ ト整備 管理システム構築

荷捌き駐車場の整備

歩行者空間の修景

Ｐ

自動車交通抑制エリア下線：補助対象事業ポート整備 管理システム構築

超小型モビリティのシェアリング

Ｐ
Ｐ

車両購入
Ｐ

Ｐ

案内看板の設置（通行規制等）

シニアカー導入 既存駐車場の土地利用転換

情報板によるまちの
案内

Ｐ フリンジ駐車場への集約

集約


